
 沼田市議会最終日には、利根町の中村春夫さんを

新教育委員に、高橋場町の斉藤隆さんを公平委員に

再任、鍛治町の中嶋歩積さん、上久屋町の吉野敏弘

さん、材木町の北原君子さんを人権擁護委員に再任

することを、それぞれ同意しました。 

 

＊連載している「沼田市政改革

大綱について」は、都合により

お休みさせていただきます。 

 国民健康保険税の課税の対象となっていた資産割は、固定資産税と重

複していたものであり、今回の廃止は長年の被保険者の要求であり、当 

然のことですが、改革を決断したことは歓 

迎されます。また、低所得者に重い応益割 

の引き下げも歓迎されます。しかし、この 

ことによる減収分は所得割に反映し、全体 

に高い国保税には変わりはありません。 

 国保税は、一般会計からの支援を含め 

て、組合健保並みの水準に引き下げるべき 

であり、国保の財政を管轄する群馬県や国 

に要求すべきです。(右中段につづく↗ ) 

1 日の議会にテラス沼田の多目的スペースなどの使

用料を追加する行政財産使用料条例の一部を改正す

る提案がありました。現在の使用時間区分の午前、午

後、夜間をなくして、1 時間当たり○○円というよう

に変更します。すると午前、午後、夜間の通しで借り 

 

↙（左下からのつづく）また、70歳から 74歳までの前期高齢者の 

窓口負担の引き上げは、元に戻すべきです。 

 

 高齢化社会の進展で、高齢者の交通事故などが多発 

し、免許証を返納する人が急増しています。 

 しかし、本市などの中山間地では、マイカーを手放す 

と、買い物や病院に行くのに大変な不便が生じます。市 

が支援している「乗合路線バス」が、走っていますが、 

利用しやすい地域は限られています。 

 もちろんタクシーは、ドアツードアで利用できますが、料金が高 

いという問題があります。その辺を解決す

る「乗り合いタクシー」などをはじめ、そ

の地域にあった「方法」が各地で取り組ま

れています。 

 本市も、計画はあるようですが、高齢者

などの移動手段は、喫緊の課題であり、早

急に実施することが必要です。 

 

 高齢者を差別している後期高齢者制度は 

撤廃し、後期高齢者の負担を引き下げるべ 

きです。 

 介護保険については、要支援の保険外し 

がすすめられてきました。また、保険料を 

はじめ、高齢者の負担増は、撤 

回すべきです。 

 沼田市の公共料金―上下水道料や施設使用料などには消費税が

かけられています。昨年 10月に 10％へ増税されれば、10％へ引き

上げました。消費税は、低所得者ほど負担が重くなる逆進性の悪税

です。また、生活費にかけられているため回避できません。とくに、

生きるために絶対必要な「水」にまでかけることは、絶対に許すこ

とはできません。公共料金にかけられている消費税は、直ちに撤回

すべきです。 
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